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(57)【要約】
【課題】複数の医用画像撮影装置の間で、一部の設定項
目の内容の共通化を容易に図ることができるシステムを
提供する。
【解決手段】システム１００は、複数の設定項目のうち
の少なくとも一部の設定項目の内容を共有し、かつ種類
が異なる第一の医用画像撮影装置ＵＬ１と第二の医用画
像撮影装置ＵＬ２を備え、第一の超音波診断装置ＵＬ１
の第一の制御デバイス８１は、第一の入力デバイス７１
が受け付けた設定項目の内容を、第一の超音波診断装置
ＵＬ１の種類の情報とともにサーバー１０４へ出力する
出力機能を実行し、サーバー制御デバイス１４１１は、
出力された設定項目の内容を変換情報に基づいて変換し
た後、変換内容を第二の超音波診断装置ＵＬ２へ送信す
る。第二の超音波診断装置ＵＬ２では、サーバー１０４
からの変換内容を、第二の医用画像撮影装置の種類にお
ける内容に変換し、変換内容の設定を行なう。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続された複数の医用画像撮影装置であって、該複数の医用画像
撮影装置の各々において設定される複数の設定項目のうちの少なくとも一部の設定項目の
内容を共有し、かつ種類が異なる第一の医用画像撮影装置と第二の医用画像撮影装置を含
む複数の医用画像撮影装置と、
　前記第一の医用画像撮影装置と前記第二の医用画像撮影装置との間で共有される設定項
目の内容について、前記第一の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容を前記第
二の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容に変換する変換情報が、前記第一の
医用画像撮影装置及び前記第二の医用画像撮影装置の種類に応じて記憶される記憶デバイ
スと、
　第一の制御デバイスと、
　第二の制御デバイスと、
を備え、
　前記第一の医用画像撮影装置は、
　前記複数の設定項目のうち少なくともいずれか一つの設定項目の内容の入力を受け付け
る入力デバイスと、
　前記第一の制御デバイスと、
　を有し、
　前記第一の制御デバイスは、前記入力デバイスが受け付けた前記設定項目の内容を、前
記第一の医用画像撮影装置の種類の情報とともに前記ネットワークへ出力する出力機能を
実行し、
　前記第二の制御デバイスは、
　前記出力機能によって出力された前記設定項目の内容を、前記出力機能によって出力さ
れた前記種類の情報に基づいて特定される前記第一の医用画像撮影装置の種類に応じた変
換情報に基づいて、前記第二の医用画像撮影装置の種類における内容に変換する変換機能
と、
　該変換機能によって変換された後の前記設定項目の内容を前記第二の医用画像撮影装置
に設定する設定機能と、
　を実行する、システム。
【請求項２】
　前記複数の医用画像撮影装置と前記ネットワークを介して接続されたサーバーを備え、
　前記第一の制御デバイスの前記出力機能は、前記サーバーに対して前記ネットワークを
介して前記設定項目の内容及び前記種類の情報を出力し、
　前記記憶デバイス及び前記第二の制御デバイスは、前記サーバー及び前記第二の医用画
像撮影装置に設けられており、
　前記変換情報は、第一の変換情報及び第二の変換情報を含んで構成され、
　前記第一の変換情報は、前記第一の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容を
、第三の内容に変換する情報であって、前記第一の医用画像撮影装置の種類に応じて前記
サーバーの前記記憶デバイスに記憶されており、
　前記第二の変換情報は、前記第三の内容を、前記第二の医用画像撮影装置の種類におけ
る設定項目の内容に変換する情報であって、前記第二の医用画像撮影装置の種類に応じて
該第二の医用画像撮影装置の前記記憶デバイスに記憶されており、
　前記変換機能は、前記サーバーにおける前記第二の制御デバイスが、前記第一の医用画
像撮影装置の前記出力機能によって出力された前記設定項目の内容を、前記第一の変換情
報に基づいて前記第三の内容に変換する機能と、前記第二の医用画像撮影装置における前
記第二の制御デバイスが、前記第三の内容を前記第二の変換情報に基づいて前記第二の医
用画像撮影装置における設定項目の内容に変換する機能とを含む、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　前記第二の医用画像撮影装置には、複数の種類の医用画像撮影装置が含まれており、
　前記第三の内容は、前記複数の種類の第二の医用画像撮影装置の中のいずれか一つの種
類における設定項目の内容である、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第三の内容は、前記第二の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容とは異
なる内容である、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数の医用画像撮影装置と前記ネットワークを介して接続されたサーバーを備え、
　前記第一の制御デバイスの前記出力機能は、前記サーバーに対して前記ネットワークを
介して前記設定項目の内容及び前記種類の情報を出力し、
　前記記憶デバイス及び前記第二の制御デバイスは、前記サーバーに設けられており、
　前記サーバーに設けられた記憶デバイスには、さらに前記第二の医用画像撮影装置の種
類を特定する種類特定情報が記憶されており、
　前記第二の制御デバイスは、前記変換機能によって変換された前記第二の医用画像撮影
装置の種類における設定項目の内容を、前記種類の情報に基づいて、前記種類に応じた前
記第二の医用画像撮影装置に対して前記ネットワークを介して送信する送信機能をさらに
実行する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第二の医用画像撮影装置は、前記記憶デバイス及び前記第二の制御デバイスを有す
る第三の医用画像撮影装置を含んで構成され、
　前記第二の制御デバイスは、前記変換機能によって変換された前記第二の医用画像撮影
装置の種類における設定項目の内容を、前記種類に応じた前記第二の医用画像撮影装置に
対して前記ネットワークを介して送信する送信機能をさらに実行する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数の医用画像撮影装置と前記ネットワークを介して接続されたサーバーを備え、
　前記第一の制御デバイスの前記出力機能は、前記サーバーに対して前記ネットワークを
介して前記設定項目の内容及び前記種類の情報を出力し、
　前記サーバーは、前記設定項目の内容及び前記種類の情報を、前記第三の医用画像撮影
装置に対して前記ネットワークを介して出力する出力機能を実行するサーバー制御デバイ
スを有しており、
　前記第二の制御デバイスの前記変換機能は、前記サーバー制御デバイスの出力機能によ
って出力された前記設定項目の内容の変換を行なう、
　請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第二の制御デバイスの前記送信機能は、前記変換機能によって変換された前記第二
の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容を、前記ネットワーク及び前記サーバ
ーを介して前記種類に応じた第二の医用画像撮影装置に対して送信する、請求項７に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記設定項目の内容は、形式的内容と実質的内容とを含んでおり、
　前記変換情報は、前記第一の医用画像撮影装置における前記設定項目の形式的内容を、
前記第二の医用画像撮影装置における設定項目の形式的内容に変換する情報であり、
　前記変換機能によって変換される前記設定項目の内容は、前記形式的内容である、
　請求項１～８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記設定項目の内容は、形式的内容と実質的内容とを含んでおり、
　前記変換情報は、前記第一の医用画像撮影装置における前記設定項目の実質的内容を、
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前記第二の医用画像撮影装置における設定項目の実質的内容に変換する情報であり、
　前記変換機能によって変換される前記設定項目の内容は、前記実質的内容である、
　請求項１～８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　ネットワークを介して接続された複数の種類を含む複数の医用画像撮影装置であって、
該複数の医用画像撮影装置の各々において設定される複数の設定項目のうちの少なくとも
一部の設定項目の内容を共有し、かつ種類が同一の第四の医用画像撮影装置と第五の医用
画像撮影装置を含む複数の医用画像撮影装置と、
　前記複数の医用画像撮影装置の各々の種類を特定する種類特定情報が記憶される記憶デ
バイスと、
　第四の制御デバイスと、
第五の制御デバイスと、
第六の制御デバイスと、
を備え、
　前記第四の医用画像撮影装置は、
　前記複数の設定項目のうち少なくともいずれか一つの設定項目の内容の入力を受け付け
る入力デバイスと、
　前記第四の制御デバイスと、
を有し、
前記第四の制御デバイスは、前記入力デバイスが受け付けた前記設定項目の内容を、前記
第四の医用画像撮影装置の種類の情報とともに前記ネットワークへ出力する第四の出力機
能を実行し、
　前記第六の制御デバイスは、
　前記第四の出力機能によって出力された種類と同じ種類である第五の医用画像撮影装置
を、前記種類特定情報に基づいて特定する特定機能と、
　該特定機能によって特定された前記第五の医用画像撮影装置に対して、前記第四の制御
デバイスから出力された前記設定項目の内容を出力する第六の出力機能と、
　を実行し、
　前記第五の医用画像撮影装置は、前記第五の制御デバイスを有し、該第五の制御デバイ
スは、前記第六の出力機能によって出力された前記設定項目の内容を前記第五の医用画像
撮影装置に設定する設定機能を実行する
　システム。
【請求項１２】
　前記複数の医用画像撮影装置と前記ネットワークを介して接続されたサーバーを備え、
　前記第四の制御デバイスの前記第四の出力機能は、前記サーバーに対して前記ネットワ
ークを介して前記設定項目の内容及び前記種類の情報を出力し、
　前記サーバーが、前記第六の制御デバイスを有する
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記複数の医用画像撮影装置は、前記入力デバイス及び前記第四の制御デバイスを有し
互いに種類が異なる複数の第七の医用画像撮影装置と、前記第五の制御デバイスを有し互
いに種類が異なる複数の第八の医用画像撮影装置とを含み、かつ前記第七の医用画像撮影
装置及び前記第八の医用画像撮影装置の間において種類が同じ医用画像撮影装置を含んで
おり、
　前記複数の第七の医用画像撮影装置及び前記複数の第八の医用画像撮影装置のうち、前
記設定項目の内容を共有する医用画像撮影装置は、前記第四の医用画像撮影装置及び前記
第五の医用画像撮影装置を構成しており、
　前記記憶デバイスには、前記複数の第七の医用画像撮影装置及び前記複数の第八の医用
画像撮影装置のうち、前記設定項目の内容を共有する種類を特定する共有装置特定情報が
さらに記憶されており、
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　前記第七の医用画像撮影装置における前記第四の制御デバイスの前記第四の出力機能は
、前記第七の医用画像撮影装置の前記入力デバイスが受け付けた前記設定項目の内容を、
前記第七の医用画像撮影装置の種類の情報とともに前記ネットワークへ出力し、
　前記第六の制御デバイスの特定機能は、前記第七の医用画像撮影装置における前記第四
の制御デバイスの前記第四の出力機能によって出力された種類が、前記共有装置特定情報
において特定された種類であるか否かを判定する機能をさらに実行し、
　前記第六の出力機能は、前記第四の出力機能によって出力された種類が、共有装置特定
情報において特定された種類であると前記判定部が判定した場合、前記第五の医用画像撮
影装置を構成する前記第八の医用画像撮影装置に対して、前記第四の医用画像撮影装置を
構成する前記第七の医用画像撮影装置から出力された前記設定項目の内容を出力する、
　請求項１１又は１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記複数の医用画像撮影装置は、前記第四の医用画像撮影装置及び前記第五の医用画像
撮影装置とは種類が異なり、第九の制御デバイスを有する第九の医用画像撮影装置を含ん
でおり、
　前記記憶デバイスには、前記第四の医用画像撮影装置及び前記第五の医用画像撮影装置
と、前記第九の医用画像撮影装置との間で内容が共有される第一の設定項目と、前記第四
の医用画像撮影装置及び前記第五の医用画像撮影装置の間でのみ内容が共有される第二の
設定項目とを特定する設定項目特定情報が記憶されており、
　前記第六の制御デバイスは、前記第四の出力機能によって出力された前記設定項目の内
容が、前記第一の設定項目であるか前記第二の設定項目であるかを前記設定項目特定情報
に基づいて判定する判定機能をさらに実行し、
　前記第六の出力機能は、前記判定機能により前記第一の設定項目であるとの判定がなさ
れた場合、前記第四の出力機能によって出力された前記設定項目の内容を、前記第五の医
用画像撮影装置及び前記第九の医用画像撮影装置に出力し、前記判定機能により前記第二
の設定項目であるとの判定がなされた場合、前記四の出力機能によって出力された前記設
定項目の内容を、第五の医用画像撮影装置に出力し、
　前記第五の制御デバイスによる前記設定機能は、前記第四の出力機能によって前記第五
の医用画像撮影装置に出力された前記第一の設定項目の内容及び前記第二の設定項目の内
容を前記第五の医用画像撮影装置に設定し、
　前記第九の制御デバイスは、前記第四の出力機能によって前記第九の医用画像撮影装置
に出力された前記第一の設定項目の内容を前記第九の医用画像撮影装置に設定する設定機
能を実行する
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第四の医用画像撮影装置は、種類が異なる複数の医用画像撮影装置を含んでおり、
　前記第五の医用画像撮影装置は、種類が異なる複数の医用画像撮影装置を含んでおり、
　前記設定項目特定情報は、複数の第二の設定項目を含んでおり、該複数の第二の設定項
目の各々について、前記第四の医用画像撮影装置及び前記第五の医用画像撮影装置におい
て内容が共有される種類の情報を含んでおり、
　前記判定機能は、前記第四の出力機能によって出力された前記種類の情報及び前記設定
項目の内容が、前記第四の医用画像撮影装置及び前記第五の医用画像撮影装置において共
有されるか否かを前記設定項目特定情報に基づいてさらに判定し、
　前記第六の出力機能は、前記第四の出力機能によって出力された前記種類の情報及び設
定項目の内容が、前記設定項目特定情報において特定された種類及び設定項目に該当する
と判定された場合、前記第五の医用画像装置への前記出力を行なう、
　請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記設定項目は、前記医用画像撮影装置における撮影条件である、請求項１～１５のい
ずれか一項に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の医用画像撮影装置がネットワークを介して接続されたシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像撮影装置には、数多くの設定項目がある。例えば、医用画像撮影装置の一例で
ある超音波診断装置においては、そのような設定項目として、超音波画像を取得するため
の種々の撮影条件、ボディパタン、コメント、計測を行なうためのカーソル、３Ｄ画像な
どを得るための画像再構成の条件などがある（例えば、特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２０５００２号公報
【特許文献２】特開２０１５－１５０３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の設定項目は、ユーザーの目的や好みに応じてカスタマイズされていることがほと
んどである。しかし、複数台の超音波診断装置を持つ病院では、検査の精度を確保するた
めに設定項目の内容を共通化したいニーズがある。
【０００５】
　しかし、複数台の超音波診断装置の中には、種類が異なる超音波診断装置、すなわち設
定項目の内容が互いに一致していない超音波診断装置が存在している場合がある。この場
合、ある装置で設定された設定項目の内容を、他の装置においてそのまま設定すると、装
置の不具合や意図しない挙動につながる恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべくなされた一の観点の発明は、ネットワークを介して接続された複
数の医用画像撮影装置であって、該複数の医用画像撮影装置の各々において設定される複
数の設定項目のうちの少なくとも一部の設定項目の内容を共有し、かつ種類が異なる第一
の医用画像撮影装置と第二の医用画像撮影装置を含む複数の医用画像撮影装置と、前記第
一の医用画像撮影装置と前記第二の医用画像撮影装置との間で共有される設定項目の内容
について、前記第一の医用画像撮影装置の種類における設定項目の内容を前記第二の医用
画像撮影装置の種類における設定項目の内容に変換する変換情報が、前記第一の医用画像
撮影装置及び前記第二の医用画像撮影装置の種類に応じて記憶される記憶デバイスと、第
一の制御デバイスと、第二の制御デバイスと、を備え、前記第一の医用画像撮影装置は、
　前記複数の設定項目のうち少なくともいずれか一つの設定項目の内容の入力を受け付け
る入力デバイスと、前記第一の制御デバイスと、を有し、前記第一の制御デバイスは、前
記入力デバイスが受け付けた前記設定項目の内容を、前記第一の医用画像撮影装置の種類
の情報とともに前記ネットワークへ出力する出力機能を実行し、前記第二の制御デバイス
は、前記出力機能によって出力された前記設定項目の内容を、前記出力機能によって出力
された前記種類の情報に基づいて特定される前記第一の医用画像撮影装置の種類に応じた
変換情報に基づいて、前記第二の医用画像撮影装置の種類における内容に変換する変換機
能と、該変換機能によって変換された後の前記設定項目の内容を前記第二の医用画像撮影
装置に設定する設定機能と、を実行する、システムである。
【０００７】
　また、他の観点の発明は、ネットワークを介して接続された複数の種類を含む複数の医
用画像撮影装置であって、該複数の医用画像撮影装置の各々において設定される複数の設
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定項目のうちの少なくとも一部の設定項目の内容を共有し、かつ種類が同一の第四の医用
画像撮影装置と第五の医用画像撮影装置を含む複数の医用画像撮影装置と、前記複数の医
用画像撮影装置の各々の種類を特定する種類特定情報が記憶される記憶デバイスと、第四
の制御デバイスと、第五の制御デバイスと、第六の制御デバイスと、を備え、前記第四の
医用画像撮影装置は、前記複数の設定項目のうち少なくともいずれか一つの設定項目の内
容の入力を受け付ける入力デバイスと、前記第四の制御デバイスと、を有し、前記第四の
制御デバイスは、前記入力デバイスが受け付けた前記設定項目の内容を、前記第四の医用
画像撮影装置の種類の情報とともに前記ネットワークへ出力する第四の出力機能を実行し
、前記第六の制御デバイスは、前記第四の出力機能によって出力された種類と同じ種類で
ある第五の医用画像撮影装置を、前記種類特定情報に基づいて特定する特定機能と、該特
定機能によって特定された前記第五の医用画像撮影装置に対して、前記第四の制御デバイ
スから出力された前記設定項目の内容を出力する第六の出力機能と、を実行し、前記第五
の医用画像撮影装置は、前記第五の制御デバイスを有し、該第五の制御デバイスは、前記
第六の出力機能によって出力された前記設定項目の内容を前記第五の医用画像撮影装置に
設定する設定機能を実行するシステムである。
【発明の効果】
【０００８】
　上記一の観点の発明によれば、第一の医用画像撮影装置及び第二の医用画像撮影装置が
、互いに種類が異なっていても、第一の医用画像撮影装置において入力された設定項目の
内容が変換情報に基づいて変換されて第二の医用画像撮影装置に設定されるので、装置の
不具合や意図しない挙動が発生することを防止することができる。
【０００９】
　上記他の観点の発明によれば、前記第四の医用画像撮影装置において入力された設定項
目の内容が、前記第四の医用画像撮影装置と同じ種類であると特定された前記第五の医用
画像撮影装置に対し、前記設定機能が実行されることにより設定される。このように同じ
種類の医用画像撮影装置に設定項目の内容が設定されるので、装置の不具合や意図しない
挙動が発生することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一実施形態におけるシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示すシステムを構成する超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第一実施形態における第一の超音波診断装置、第二の超音波診断装置及びサーバ
ーを示すブロック図である。
【図４】第一実施形態の作用を示すフローチャートである。
【図５】画像フィルタの情報の一例を示す図である。
【図６】画像フィルタの情報の他例を示す図である。
【図７】画像フィルタの情報の他例を示す図である。
【図８】第一の変換情報の一例を示す図である。
【図９】第一の変換情報の一例を示す図である。
【図１０】第二の変換情報の一例を示す図である。
【図１１】第一実施形態の第一変形例における第一の超音波診断装置、第二の超音波診断
装置及びサーバーを示すブロック図である。
【図１２】第一実施形態の第一変形例の作用を示すフローチャートである。
【図１３】第一実施形態の第一変形例における変換情報の一例を示す図である。
【図１４】第一実施形態の第一変形例における変換情報の一例を示す図である。
【図１５】第一実施形態の第一変形例における変換情報の一例を示す図である。
【図１６】バージョン情報を示す図である。
【図１７】第一実施形態の第三変形例における第一の超音波診断装置、第二の超音波診断
装置、第三の超音波診断装置及びサーバーを示すブロック図である。の作用を示すフロー
チャートである。
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【図１８】第一実施形態の第三変形例の作用を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の第二実施形態におけるシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２０】第二実施形態における第四の超音波診断装置、第五の超音波診断装置及びサー
バーを示すブロック図である。
【図２１】第二実施形態におけるバージョン情報を示す図である。
【図２２】第二実施形態の作用を示すフローチャートである。
【図２３】第二実施形態の第一変形例における第七の超音波診断装置、第八の超音波診断
装置及びサーバーを示すブロック図である。
【図２４】第二実施形態の第一変形例の作用を示すフローチャートである。
【図２５】共有装置特定情報の一例を示す図である。
【図２６】第二実施形態の第二変形例における第四の超音波診断装置、第五の超音波診断
装置、第九の医用画像撮影装置及びサーバーを示すブロック図である。
【図２７】第二実施形態の第二変形例の作用を示すフローチャートである。
【図２８】設定項目特定情報の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。以下の実施形態では、本発
明における医用画像撮影装置として、超音波診断装置を一例に挙げて説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について説明する。図１に示すシステム１００は、複数の超音波診
断装置１０１、１０２、１０３とサーバー１０４を備える。複数の超音波診断装置１０１
、１０２、１０３は、ネットワーク１０５を介して互いに接続されている。また、複数の
超音波診断装置１０１、１０２、１０３の各々は、ネットワーク１０５を介してサーバー
１０４とも接続されている。
【００１２】
　超音波診断装置１０１、１０２、１０３の各々は、図２に示すように、超音波プローブ
２、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４、表示処理部５、表示デバイス６、
入力デバイス７、制御デバイス８及び記憶デバイス９を備える。
【００１３】
　超音波プローブ２は、被検体の生体組織に対して超音波を送信し、そのエコー信号を受
信する。送受信ビームフォーマ３は、制御デバイス８からの制御信号に基づいて、超音波
プローブ２を駆動させて所定の送信条件を有する超音波を送信させる。また、送受信ビー
ムフォーマ３は、超音波のエコー信号について、整相加算処理等の信号処理を行なう。
【００１４】
　エコーデータ処理部４は、送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデータに対し
、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、エコーデータ処理部４は、対数圧
縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行ってＢモードデータを作成する。
【００１５】
　表示処理部５は、エコーデータ処理部４からのローデータをスキャンコンバータ（ｓｃ
ａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して画像データを作成する。表示処理部５
は、例えばＢモードデータを走査変換してＢモード画像データを作成する。また、表示処
理部５は、画像データに基づく超音波画像を表示デバイス６に表示させる。表示処理部５
は、例えばＢモード画像データに基づくＢモード画像を表示デバイス６に表示させる。
【００１６】
　表示デバイス６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機
ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどである。
【００１７】
　入力デバイス７は、ユーザーからの指示や情報の入力を受け付けるデバイスである。入
力デバイス７は、操作者からの指示や情報の入力を受け付けるボタン及びキーボード（ｋ
ｅｙｂｏａｒｄ）などを含み、さらにトラックボール（ｔｒａｃｋｂａｌｌ）等のポイン
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ティングデバイス（ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）などを含んで構成されている。
【００１８】
　制御デバイス８は、超音波診断装置１を制御する回路であり、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプロセッサーである。制御デバイス８は
、記憶デバイス９に記憶されたプログラムを読み出し、超音波診断装置１の各部を制御す
る。制御デバイス９は、本発明における制御デバイスの実施の形態の一例である。
【００１９】
　例えば、制御デバイス８は、記憶デバイス９に記憶されたプログラムを読み出し、読み
出されたプログラムにより、上述した送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及
び表示処理部５の機能を実行させる。制御デバイス８は、送受信ビームフォーマ３の機能
のうちの全て、エコーデータ処理部４の機能のうちの全て及び表示処理部５の機能のうち
の全ての機能をプログラムによって実行してもよいし、一部の機能のみをプログラムによ
って実行してもよい。一部の機能のみがプログラムによって実行される場合、残りの機能
は回路等のハードウェアによって実行されてもよい。
【００２０】
　また、制御デバイス８は、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処
理部５の機能のほか、記憶デバイス８に記憶されたプログラムによって他の機能を実行し
てもよい。詳細は後述する。
【００２１】
　記憶デバイス９は、非一過性の記憶媒体及び一過性の記憶媒体を含む。非一過性の記憶
媒体は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディスクドライブ）
、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの不揮発性の記憶媒体である。非一
過性の記憶媒体は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅ
ｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの可搬性の記憶媒体を含んでいてもよい。制御デバイス
８によって実行されるプログラムは、非一過性の記憶媒体に記憶されている。
【００２２】
　一過性の記憶媒体は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの揮
発性の記憶媒体である。
【００２３】
　複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３の各々においては、複数の設定項目が設
定される。設定項目は、複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３の各々の動作に用
いられる情報である。具体的には、設定項目は、複数の超音波診断装置１０１、１０２、
１０３の各々において超音波画像を取得するための撮影条件、超音波画像に対して付与さ
れる情報、超音波画像において計測を行なうために用いられる情報、超音波画像のデータ
に基づいて画像再構成を行なうための再構成条件を含む。ただし、設定項目はこれらに限
られるものではない。
【００２４】
　撮影条件は、例えばゲイン値、フォーカス点の深さ、画像フィルタ、コントラスト値な
どである。被検体における複数の部位の各々について撮影条件が設定されてもよい。この
場合、複数の部位の各々の撮影条件は、異なる設定項目を構成する。
【００２５】
　超音波画像に対して付与される情報は、例えば超音波画像に対して付与されるコメント
やボディパタンなどである。また、超音波画像において計測を行なうために用いられる情
報は、例えば計測を行なうために超音波画像に表示されるカーソルや計算式などである。
また、超音波画像のデータに基づいて画像再構成を行なうための再構成条件は、例えば３
Ｄ画像や４Ｄ画像を作成するための再構成条件などである。
【００２６】
　複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３の中で、複数の設定項目のうちの少なく
とも一部の設定項目を共有し、かつ種類が異なる超音波診断装置を、第一の超音波診断装
置ＵＬ１及び第二の超音波診断装置ＵＬ２とする。種類には、例えば超音波診断装置のバ
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ージョン（Ｖｅｒｓｉｏｎ）や、産科用や汎用等の超音波診断装置の用途などが含まれる
。バージョンは、例えば超音波診断装置の仕様が変更された変更履歴を示す。
【００２７】
　図３に、第一の超音波診断装置ＵＬ１及び第二の超音波診断装置ＵＬ２を示す。第一の
超音波診断装置ＵＬ１は、複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３のうち、設定項
目の内容の入力を行なう超音波診断装置である。超音波診断装置１０１、１０２、１０３
のいずれもが、第一の超音波診断装置ＵＬ１となりうる。また、第二の超音波診断装置Ｕ
Ｌ２は、複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３のうち、第一の超音波診断装置Ｕ
Ｌ１で入力された設定項目の内容が設定される超音波診断装置である。超音波診断装置１
０１、１０２、１０３のいずれもが、第二の超音波診断装置ＵＬ２となりうる。
【００２８】
　第一の超音波診断装置ＵＬ１における入力デバイス７、制御デバイス８及び記憶デバイ
ス９を、それぞれ、図３に示すように、第一の入力デバイス７１、第一の制御デバイス８
１及び第一の記憶デバイス９１とする。また、第二の超音波診断装置ＵＬ２における制御
デバイス８及び記憶デバイス９を、それぞれ、図３に示すように、第二の制御デバイス８
２及び第二の記憶デバイス９２とする。なお、図３では、図２に示された超音波診断装置
の構成要素のうち、一部の構成要素のみが示されている。
【００２９】
　第一の入力デバイス７１は、本発明における入力デバイスの実施の形態の一例である。
また、第一の制御デバイス８１は、第一の記憶デバイス９１に記憶されたプログラムを読
み出し、このプログラムにより第一の送信部８１１の機能を実行させる。第一の送信部８
１１の機能については後述する。第一の送信部８１１の機能は、本発明における出力機能
の実施の形態の一例である。また、第一の制御デバイス８１は、本発明における第一の制
御デバイスの実施の形態の一例である。
【００３０】
　第二の制御デバイス８２は、第二の記憶デバイス９２に記憶されたプログラムを読み出
し、このプログラムにより変換部８２１及び設定部８２２の機能を実行させる。変換部８
２１及び設定部８２２の機能については後述する。変換部８２１の機能は、本発明におけ
る変換機能の実施の形態の一例である。また、設定部８２２の機能は、本発明における設
定機能の実施の形態の一例である。また、第二の制御デバイス８２は、本発明における第
二の制御デバイスの実施の形態の一例である。
【００３１】
　また、第二の記憶デバイス９２には、第二の変換情報が記憶されている。詳細は後述す
る。第二の記憶デバイスは、本発明における記憶デバイスの実施の形態の一例である。
【００３２】
　第一の超音波診断装置ＵＬ１で入力された設定項目の内容は、ネットワーク１０５（図
３では図示省略）を介してサーバー１０４へ入力され、サーバー１０４で変換が行われた
後、サーバー１０４からネットワーク１０５を介して第二の超音波診断装置ＵＬ２へ入力
される。
【００３３】
　サーバー１０４は、サーバー制御デバイス１４１及びサーバー記憶デバイス１４２を有
する。サーバー制御デバイス１４１は、サーバー記憶デバイス１４２に記憶されたプログ
ラムを読み出し、このプログラムにより変換部１４１１及びサーバー送信部１４１２の機
能を実行させる。変換部１４１１及びサーバー送信部１４１２の機能については後述する
。サーバー制御デバイス１４１は、本発明における第二の制御デバイスの実施の形態の一
例である。
【００３４】
　また、サーバー記憶デバイス１４２には、第一の変換情報が記憶されている。詳細は後
述する。第一の変換情報及び上述の第二の変換情報により、本発明における変換情報の実
施の形態の一例が構成される。サーバー記憶デバイス１４２は、本発明における記憶デバ
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イスの実施の形態の一例である。
【００３５】
　次に、本例の作用について図４のフローチャートに基づいて説明する。図４のフローチ
ャートは、第一の超音波診断装置ＵＬ１において入力された設定項目の内容を第二の超音
波診断装置ＵＬ２における設定項目の内容として設定する場合の処理を示すフローである
。
【００３６】
　先ず、ステップＳ１では、第一の超音波診断装置ＵＬ１における第一の入力デバイス７
１が、操作者による設定項目の内容の入力を受け付ける。ここで入力される設定項目の内
容は、超音波診断装置１０１、１０２、１０３において共有されるものである。本例では
、第一の入力デバイス７１は、設定項目の内容として、例えば複数の画像フィルタのうち
、一つの画像フィルタを、超音波画像作成に用いられる画像フィルタとして選択する入力
を受け付ける。複数の画像フィルタについては、後述の図５～図７において説明する。ス
テップＳ１において入力された内容は、第一の記憶デバイス９１に記憶される。
【００３７】
　次に、ステップＳ２では、第一の送信部８１１が、ステップＳ１で入力された設定項目
の内容を、ネットワーク１０５を介してサーバー１０４へ送信する。第一の送信部８１１
は、複数の超音波診断装置１０１、１０２、１０３のうち、ステップＳ１において設定項
目の内容の入力が行われた超音波診断装置（第一の超音波診断装置ＵＬ１に該当）の種類
の情報とともに前記設定項目の内容を前記サーバー１０４へ送信する。本例では、超音波
診断装置１０１において、設定項目の内容の入力が行われたものとする。すなわち、第一
の超音波診断装置ＵＬ１は、超音波診断装置１０１である。
【００３８】
　種類の情報は、第一の超音波診断装置ＵＬ１における第一の記憶デバイス９１に記憶さ
れている。本例では、種類の情報は、超音波診断装置のバージョンの情報である。例えば
、超音波診断装置１０１はバージョン２（Ｖｅｒ．２）であり、超音波診断装置１０２は
バージョン３（Ｖｅｒ．３）であり、超音波診断装置１０３はバージョン１（Ｖｅｒ．１
）である。バージョンの数字１～３は、数字が大きくなるほど時間的に後のバージョンの
超音波診断装置であることを表している。
【００３９】
　上述の通り、本例では超音波診断装置１０１において設定項目の内容の入力が行われた
ので、第一の送信部８１１によって送信される種類の情報は、バージョン２を示す情報で
ある。
【００４０】
　次に、ステップＳ３では、ステップＳ２において送信された設定項目の内容及びバージ
ョン２を示す情報が、サーバー１０４へ入力される。そして、変換部１４１１が、サーバ
ー１０４へ入力された設定項目の内容の変換を行なう。ここでは、第二の超音波診断装置
ＵＬ２のバージョンのうち、最も古いバージョンへの変換が行われる。もっとも古いバー
ジョンは、バージョン１である。
【００４１】
　変換部１４１１による変換処理の内容について、具体的に説明する。本例では、上述の
ステップＳ１において、超音波診断装置１０１において入力された設定項目は、画像フィ
ルタである。ここで、超音波診断装置１０１、１０２、１０３の各々の記憶デバイス９に
は、複数の画像フィルタが記憶されている。図５～図７に、超音波診断装置１０１、１０
２、１０３の各々における画像フィルタの一例を示す。画像フィルタの情報は、画像フィ
ルタのフィルタ名と、このフィルタ名がつけられた画像フィルタの関数とを含んでいる。
フィルタ名は、設定項目の形式的内容に該当する。また、画像フィルタの関数は、設定項
目の実質的内容に該当する。
【００４２】
　図５には、バージョン１の超音波診断装置１０３の記憶デバイス９に記憶された画像フ
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ィルタの情報Ｉｆ１が示されている。画像フィルタの情報Ｉｆ１は、「フィルタ０」～「
フィルタ５」のフィルタ名と、各フィルタ名における画像フィルタの関数である「関数ｆ
０」～「関数ｆ５」を含んでいる。
【００４３】
　図６には、バージョン２の超音波診断装置１０１の記憶デバイス９に記憶された画像フ
ィルタの情報Ｉｆ２が示されている。画像フィルタの情報Ｉｆ２は、「フィルタ０」～「
フィルタ６」のフィルタ名と、各フィルタ名における画像フィルタの関数である「関数ｆ
０」～「関数ｆ６」を含んでいる。
【００４４】
　図７には、バージョン３の超音波診断装置１０２の記憶デバイス９に記憶された画像フ
ィルタの情報Ｉｆ３が示されている。画像フィルタの情報Ｉｆ３は、「フィルタ０」～「
フィルタ７」のフィルタ名と、各フィルタ名における画像フィルタの関数である「関数ｆ
０」～「関数ｆ７」を含んでいる。
【００４５】
　画像フィルタの情報Ｉｆ２におけるフィルタ名と画像フィルタの関数との組み合わせは
、画像フィルタの情報Ｉｆ１に対して異なる組み合わせを含んでいる。具体的には、画像
フィルタの情報Ｉｆ２においては、関数ｆ１と関数ｆ２との間に、画像フィルタの情報Ｉ
ｆ１においては存在しなかった関数ｆ６が存在していることにより、フィルタ２以降のフ
ィルタ名と関数との組み合わせが、画像フィルタの情報Ｉｆ１及び画像フィルタの情報Ｉ
ｆ２の間で異なっている。
【００４６】
　また、画像フィルタの情報Ｉｆ３におけるフィルタ名と画像フィルタの関数との組み合
わせは、画像フィルタの情報Ｉｆ２に対して異なる組み合わせを含んでいる。具体的には
、画像フィルタの情報Ｉｆ３においては、関数ｆ３と関数ｆ４との間に、画像フィルタの
情報Ｉｆ２においては存在しなかった関数ｆ７が存在していることにより、フィルタ５以
降のフィルタ名と関数との組み合わせが、画像フィルタの情報Ｉｆ２及び画像フィルタの
情報Ｉｆ３の間で異なっている。
【００４７】
　同様に、画像フィルタの情報Ｉｆ３におけるフィルタ名と画像フィルタの関数との組み
合わせは、画像フィルタの情報Ｉｆ１に対して異なる組み合わせを含んでいる。
【００４８】
　サーバー１０４のサーバー記憶デバイス１４２には、図８及び図９に示す第一の変換情
報Ｉｃ１Ａ、Ｉｃ１Ｂが記憶されている。第一の変換情報Ｉｃ１Ａ、Ｉｃ１Ｂは、第二の
超音波診断装置ＵＬ２のうち最も古いバージョンの超音波診断装置のフィルタ名及び関数
への変換情報である。
【００４９】
　具体的には、第一の変換情報Ｉｃ１Ａは、バージョン２の超音波診断装置１０１のフィ
ルタ名及び関数から、バージョン１の超音波診断装置１０３のフィルタ名及び関数へ変換
する情報である。すなわち、第一の変換情報Ｉｃ１Ａは、超音波診断装置１０１のバージ
ョンにおける設定項目の形式的内容及び実質的内容を、超音波診断装置１０３のバージョ
ンにおける設定項目の形式的内容及び実質的内容に変換する情報である。また、第一の変
換情報Ｉｃ１Ａは、超音波診断装置１０１と超音波診断装置１０３との間で、フィルタ名
が同じでも関数が異なっているフィルタ名の変換情報である。超音波診断装置１０１と超
音波診断装置１０３との間で、フィルタ名が同じで関数も同じであるフィルタ名について
は、変換部１４１１は変換を行わないので、第一の変換情報Ｉｃ１Ａに含まれていない。
【００５０】
　超音波診断装置１０１における関数ｆ１～ｆ６のうち、超音波診断装置１０３において
存在していない関数ｆ６は、超音波診断装置１０３の関数ｆ１～ｆ５の中から、関数ｆ６
を用いて得られる画質と最も近い画質が得られる関数に変換されるよう第一の変換情報Ｉ
ｃ１Ａが設定されている。本例では、関数ｆ６を用いて得られる画質は、関数ｆ５を用い
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て得られる画質と最も近い画質が得られるので、フィルタ名「フィルタ２」がフィルタ名
「フィルタ５」に変換され、かつ関数ｆ６が関数ｆ５に変換されるよう第一の変換情報Ｉ
ｃ１Ａが定められている。
【００５１】
　また、第一の変換情報Ｉｃ１Ｂは、バージョン３の超音波診断装置１０２のフィルタ名
及び関数からバージョン１の超音波診断装置１０３のフィルタ名及び関数へ変換する情報
である。すなわち、第一の変換情報Ｉｃ１Ｂは、超音波診断装置１０２のバージョンにお
ける設定項目の形式的内容及び実質的内容を、超音波診断装置１０３のバージョンにおけ
る設定項目の形式的内容及び実質的内容に変換する情報である。第一の変換情報Ｉｃ１Ｂ
は、超音波診断装置１０２と超音波診断装置１０３との間で、フィルタ名が同じでも関数
が異なっているフィルタ名の変換情報である。超音波診断装置１０２と超音波診断装置１
０３との間で、フィルタ名が同じで関数も同じであるフィルタ名については、変換部１４
１１は変換を行わないので、第一の変換情報Ｉｃ１Ｂに含まれていない。
【００５２】
　超音波診断装置１０２における関数ｆ１～ｆ７のうち、超音波診断装置１０３において
存在していない関数ｆ６、ｆ７は、超音波診断装置１０３の関数ｆ１～ｆ５の中から、関
数ｆ６、ｆ７を用いて得られる画質と最も近い画質が得られる関数に変換されるよう第一
の変換情報Ｉｃ１Ｂが設定されている。本例では、関数ｆ６を用いて得られる画質は、関
数ｆ５を用いて得られる画質と最も近い画質が得られるので、フィルタ名「フィルタ２」
がフィルタ名「フィルタ５」に変換され、かつ関数ｆ６が関数ｆ５に変換されるよう第一
の変換情報Ｉｃ１Ｂが定められている。また、関数ｆ７を用いて得られる画質は、関数ｆ
５を用いて得られる画質と最も近い画質が得られるので、関数ｆ７が関数ｆ５に変換され
るよう第一の変換情報Ｉｃ１Ｂが定められている。ただし、関数ｆ７のフィルタ名は、超
音波診断装置１０３の関数ｆ５のフィルタ名とおなじフィルタ５であるため、第一の変換
情報Ｉｃ１Ｂにおいてフィルタ名の変換は定められていなくてもよい。
【００５３】
　第一の変換情報Ｉｃ１Ａ、Ｉｃ１Ｂは、本発明における第一の変換情報の実施の形態の
一例である。また、第一の変換情報Ｉｃ１Ａ、Ｉｃ１Ｂにおける超音波診断装置１０３の
フィルタ名は、本発明における第三の内容の実施の形態の一例である。
【００５４】
　本例では、変換部１４１１は、サーバー１０４へ入力された種類の情報がバージョン２
の情報であるので、第一の変換情報Ｉｃ１Ａを用いて変換を行なう。例えば、ステップＳ
１において、フィルタ６を選択する入力が行なわれた場合、変換部１４１１は、第一の変
換情報Ｉｃ１Ａを用いて「画像フィルタ６」を「画像フィルタ５」に変換する。
【００５５】
　ここで、超音波診断装置１０１において選択されたフィルタ６を、超音波診断装置１０
２、１０３においても設定しようとする場合、超音波診断装置１０２においてはフィルタ
６の内容（関数ｆ４）が、超音波診断装置１０１とは異なっている。また、超音波診断装
置１０３においては、超音波診断装置１０１におけるフィルタ６の関数ｆ５と同じ関数は
存在するものの、フィルタ名「フィルタ６」は存在していない。このように、バージョン
が異なる超音波診断装置の間においては、フィルタ名及び関数の組み合わせが異なること
により、設定項目の内容が異なっている場合があるので、超音波診断装置１０１において
選択されたフィルタ６を、超音波診断装置１０２、１０３においても設定しようとする場
合、変換処理が必要となる。
【００５６】
　ステップＳ３において、設定項目の内容の変換が行われると、ステップＳ４では、サー
バー送信部１４１２が、変換された設定項目の内容を、ネットワーク１０５（図３では不
図示）を介して第二の超音波診断装置ＵＬ２へ送信する。第二の超音波診断装置ＵＬ２は
、超音波診断装置１０２、１０３であり、フィルタ名である「画像フィルタ５」を示す情
報が、超音波診断装置１０２、１０３へ送信される。
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【００５７】
　ステップＳ５では、第二の超音波診断装置ＵＬ２は、サーバー送信部１４１２が送信し
たフィルタ名である「画像フィルタ５」を示す情報を、必要に応じて第二の超音波診断装
置のバージョンのフィルタ名に変換する。具体的には、超音波診断装置１０２の変換部８
２１は、図１０に示す第二の変換情報Ｉｃ２Ａに基づいて変換を行なう。
【００５８】
　第二の変換情報Ｉｃ２Ａは、最も古いバージョンの超音波診断装置の設定項目の内容を
、第二の超音波診断装置ＵＬ２のバージョンにおける設定項目の内容に変換する情報であ
る。具体的には、第二の変換情報Ｉｃ２Ａは、バージョン１のフィルタ名からバージョン
３のフィルタ名へ変換する情報である。すなわち、本例では第二の変換情報Ｉｃ２Ａは、
超音波診断装置１０３のバージョンにおける設定項目の形式的内容を、超音波診断装置１
０２のバージョンにおける設定項目の形式的内容に変換する情報である。第二の変換情報
Ｉｃ２Ａは、本発明における第二の変換情報の実施の形態の一例である。
【００５９】
　本例では、変換部８２１は、第二の変換情報Ｉｃ２Ａを用いて、フィルタ名「フィルタ
５」をフィルタ名「フィルタ７」に変換する。その後、設定部８２２は、フィルタ名「フ
ィルタ７」及び関数ｆ５を、超音波診断装置１０２において用いられる画像フィルタとし
て第二の記憶デバイス９２に記憶することにより、画像フィルタの設定を行なう。
【００６０】
　一方、本例では、超音波診断装置１０３は、バージョン１であり、サーバー１０４で変
換されたバージョンであるため、超音波診断装置１０３では変換は行われない。超音波診
断装置１０３では、設定部８２２は、フィルタ名「画像フィルタ５」及び関数ｆ５を超音
波診断装置１０３において用いられる画像フィルタとして第二の記憶デバイス９２に記憶
することにより、画像フィルタの設定を行なう。
【００６１】
　以上説明した本例によれば、超音波診断装置１０１と超音波診断装置１０２、１０３と
の間で、バージョンが異なっていても、超音波診断装置１０１において選択された画像フ
ィルタと同じ関数の画像フィルタを、超音波診断装置１０２、１０３においても設定する
ことができる。これにより、装置の不具合や意図しない挙動が発生することを防止するこ
とができる。
【００６２】
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。先ず、第一変形例について説明する。
図１１に示すように、第一変形例のシステム１００における第二の超音波診断装置ＵＬ２
は、変換部８２１を有していない。本例では、サーバー１０４の変換部１４１１によって
、すべてのバージョンへの変換が行われる。
【００６３】
　具体的に第一変形例における変換について、図１２のフローチャートに基づいて説明す
る。ステップＳ１１、Ｓ１２については、図４のステップＳ１、Ｓ２と同様であり、説明
を省略する。本例においても、超音波診断装置１０１において、画像フィルタを選択する
入力が行なわれたものとする。
【００６４】
　ステップＳ１３においては、ステップＳ３と同様に、ステップＳ１２において送信され
た設定項目の内容及びバージョン２を示す情報が、サーバー１０４へ入力される。そして
、変換部１４１１が、サーバー１０４へ入力された設定項目の内容の変換を行なう。ここ
では、バージョン２からバージョン１及び３への変換が行われる。
【００６５】
　具体的に説明する。サーバー１０４のサーバー記憶デバイス１４２には、図１３～図１
５に示す変換情報ＩｃＤ～ＩｃＦが記憶されている。変換情報ＩｃＤは、バージョン１の
超音波診断装置１０３のフィルタ名及び関数と、バージョン２の超音波診断装置１０１の
フィルタ名及び関数との間の相互の変換情報である。変換情報ＩｃＥは、バージョン２の
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超音波診断装置１０１のフィルタ名及び関数と、バージョン３の超音波診断装置１０２の
フィルタ名及び関数との間の相互の変換情報である。ただし、図１４において一方向の矢
印となっている超音波診断装置１０２のフィルタ５については、超音波診断装置１０１、
１０２の相互の変換情報ではなく、超音波診断装置１０２のフィルタ名を超音波診断装置
１０１のフィルタ名へ変換する情報である。また、変換情報ＩｃＦは、バージョン１の超
音波診断装置１０３のフィルタ名及び関数とバージョン３の超音波診断装置１０２のフィ
ルタ名及び関数との相互の間の変換情報である。ただし、図１５において一方向の矢印と
なっている超音波診断装置１０２のフィルタ２及びフィルタ５については、相互の変換情
報ではなく、超音波診断装置１０２のフィルタ名を超音波診断装置１０３のフィルタ名へ
変換する情報である。
【００６６】
　変換情報ＩｃＤ～ＩｃＦは、本発明における変換情報の実施の形態の一例である。
【００６７】
　本例では、サーバー１０４へ入力された種類の情報がバージョン２の情報であるので、
変換部１４１１は、変換情報ＩｃＤ、ＩｃＥを用いて変換を行なう。例えば、ステップＳ
１１において、画像フィルタ６を選択する入力が行なわれた場合、変換部１４１１は、変
換情報ＩｃＤを用いて「画像フィルタ６」を「画像フィルタ５」に変換し、変換情報Ｉｃ
Ｅを用いて「画像フィルタ６」を「画像フィルタ７」に変換する。
【００６８】
　次に、ステップＳ１４においては、サーバー送信部１４１２が、ステップＳ１３におい
て変換された設定項目の内容を、ネットワーク１０５（図１１では不図示）を介して第二
の超音波診断装置ＵＬ２へ送信する。第二の超音波診断装置ＵＬ２は、超音波診断装置１
０２、１０３である。サーバー送信部１４１２は、超音波診断装置１０２、１０３のバー
ジョンに応じた画像フィルタの情報を、超音波診断装置１０２、１０３に送信する。サー
バー送信部１４１２は、図１６に示す超音波診断装置１０１、１０２、１０３のバージョ
ンを特定するバージョン特定情報Ｉｖに基づいて送信を行なう。
【００６９】
　バージョン特定情報Ｉｖは、サーバー記憶デバイス１４２に記憶されている。本例では
、超音波診断装置１０２、１０３が第二の超音波診断装置ＵＬ２であるので、バージョン
の情報Ｉｖは、第二の超音波診断装置ＵＬ２のバージョンの情報を含む。従って、バージ
ョン特定情報Ｉｖは、本発明における第二の医用画像撮影装置の種類を特定する種類特定
情報の実施の形態の一例である。ただし、超音波診断装置１０２又は１０３が第一の超音
波診断装置ＵＬ１となり、超音波診断装置１０１が第一の超音波診断装置ＵＬ１となって
もよいことは言うまでもない。
【００７０】
　サーバー送信部１４１２は、バージョン特定情報Ｉｖに基づいて、バージョンに応じた
画像フィルタを送信する超音波診断装置を特定する。具体的には、サーバー送信部１４１
２は、バージョン特定情報Ｉｖに基づいて、ステップＳ１３においてバージョン１に変換
された「画像フィルタ５」を示す情報を、ネットワーク１０５を介してバージョン１の超
音波診断装置１０３へ送信する。また、サーバー送信部１４１２は、バージョン特定情報
Ｉｖに基づいて、ステップＳ１３においてバージョン３に変換された「画像フィルタ７」
を示す情報を、ネットワーク１０５を介してバージョン３の超音波診断装置１０２へ送信
する。
【００７１】
　次に、ステップＳ１５では、第二の超音波診断装置ＵＬ２である超音波診断装置１０３
の設定部８２２は、サーバー１０４から送信された「画像フィルタ５」及びその関数ｆ５
を、超音波診断装置１０３において用いられる画像フィルタとして第二の記憶デバイス９
２に記憶することにより、画像フィルタの設定を行なう。また、第二の超音波診断装置Ｕ
Ｌ２である超音波診断装置１０２の設定部８２２は、サーバー１０４から送信された「画
像フィルタ７」及びその関数ｆ５を、超音波診断装置１０２において用いられる画像フィ
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ルタとして第二の記憶デバイス９２に記憶することにより、画像フィルタの設定を行なう
。
【００７２】
　次に、第二変形例について説明する。図１７に示すように、第二変形例のシステム１０
０は、第三の超音波診断装置ＵＬ３を有する。ただし、第三の超音波診断装置ＵＬ３は、
第一の超音波診断装置ＵＬ１において設定される設定項目の内容を共有する超音波診断装
置であるため、第二の超音波診断装置ＵＬ２にも該当する。第三の超音波診断装置ＵＬ３
は、第二の超音波診断装置ＵＬ２のうち、後述のように設定項目の内容の変換を行なう超
音波診断装置である。
【００７３】
　第三の超音波診断装置ＵＬ３は、変換部８２１、設定部８２２及び第二の送信部８２３
を有する第二の制御デバイス８２と、第二の記憶デバイス９２を有する。本例では、後述
するように、第三の超音波診断装置ＵＬ３の変換部８２１によって、すべてのバージョン
への変換が行われる。第三の超音波診断装置ＵＬ３における第二の制御デバイス８２は、
本発明における第二の制御デバイスの実施の形態の一例である。また、第三の超音波診断
装置ＵＬ３における第二の送信部８２３による送信機能は、本発明における第二の制御デ
バイスが実行する送信機能の実施の形態の一例である。
【００７４】
　また、本例では、第二の超音波診断装置ＵＬ２における第二の制御デバイス８２は、設
定部８２２を有するものの、変換部や第二の送信部を有しない。また、サーバー１０４に
おけるサーバー制御デバイス１４１は、サーバー送信部１４１２を有するものの、変換部
を有しない。本例におけるサーバー制御デバイス１４１は、本発明におけるサーバー制御
デバイスの実施の形態の一例である。
【００７５】
　第二変形例の作用について、図１８のフローチャートに基づいて説明する。ステップＳ
２１、Ｓ２２については、図４のステップＳ１、Ｓ２と同様であり、説明を省略する。本
例においても、超音波診断装置１０１において、画像フィルタを選択する入力が行なわれ
たものとする。
【００７６】
　ステップＳ２３では、サーバー送信部１４１２が、ステップＳ２２において送信された
設定項目の内容及びバージョン２を示す情報を、ネットワーク１０５を介して第三の超音
波診断装置ＵＬ３へ送信する。サーバー送信部１４１２の送信機能は、本発明におけるサ
ーバー制御デバイスによって実行される出力機能の実施の形態の一例である。
【００７７】
　次に、ステップＳ２４では、ステップＳ２３において送信された設定項目の内容及びバ
ージョン２を示す情報が、第三の超音波診断装置ＵＬ３へ入力される。第三の超音波診断
装置ＵＬ３は、超音波診断装置１０１、１０２、１０３のうち、最新のバージョンの超音
波診断装置１０２である。そして、第三の超音波診断装置ＵＬ３の変換部８２１が、第三
の超音波診断装置ＵＬ３へ入力された設定項目の内容の変換を行なう。本例でも、第一変
形例と同様に、バージョン２からバージョン１及び３への変換が行われる。
【００７８】
　本例では、第三の超音波診断装置ＵＬ３である超音波診断装置１０２における第二の記
憶デバイス９２に、第二変形例で説明した図１３～図１５に示す変換情報ＩｃＤ～ＩｃＦ
が記憶されている。変換部８２１は、第二変形例と同様に、変換情報ＩｃＤ、ＩｃＥを用
いて変換を行なう。
【００７９】
　ここで、最新のバージョンの超音波診断装置１０２が第三の超音波診断装置ＵＬ３であ
る理由は、最新のバージョンの超音波診断装置１０２は、システム１００における全ての
超音波診断装置のバージョン間の変換情報を有することができるためである。
【００８０】
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　次に、ステップＳ２５では、第三の超音波診断装置ＵＬ３の設定部８２２は、ステップ
Ｓ２４において「画像フィルタ６」から変換された「画像フィルタ７」及びその関数ｆ５
を、第三の超音波診断装置ＵＬ３において用いられる画像フィルタとして第二の記憶デバ
イス９２に記憶することにより、画像フィルタの設定を行なう。また、第三の超音波診断
装置ＵＬ３における第二の送信部８２３が、ステップＳ２４において「画像フィルタ６」
から変換された「画像フィルタ５」を示す情報を、そのバージョン情報（バージョン１）
とともにネットワーク１０５を介してサーバー１０４へ送信する。
【００８１】
　次に、ステップＳ２６では、ステップＳ２５において第三の超音波診断装置ＵＬ３から
送信された「画像フィルタ５」を示す情報を、サーバー送信部１４１２が、ネットワーク
１０５を介して第二の超音波診断装置ＵＬ２に送信する。
【００８２】
　サーバー送信部１４１２は、第一変形例と同様に、バージョン特定情報Ｉｖに基づいて
、「画像フィルタ５」を示す情報の送信対象である第二の超音波診断装置ＵＬ２を特定す
る。より詳細には、サーバー送信部１４１２は、ステップＳ２５において第三の超音波診
断装置ＵＬ３から送信されたバージョン１を示す情報とバージョン特定情報Ｉｖとに基づ
いて、「画像フィルタ５」を示す情報の送信対象である第二の超音波診断装置ＵＬ２を超
音波診断装置１０３と特定する。そして、サーバー送信部１４１２は、「画像フィルタ５
」を示す情報を、ネットワーク１０５を介して超音波診断装置１０３へ送信する。
【００８３】
　次に、ステップＳ２７では、第二の超音波診断装置ＵＬ２である超音波診断装置１０３
の設定部８２２は、サーバー１０４から送信された「画像フィルタ５」及びその関数ｆ５
を、超音波診断装置１０３において用いられる画像フィルタとして第二の記憶デバイス９
２に記憶することにより、画像フィルタの設定を行なう。
【００８４】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。以下の説明では、第一実施形態と同一事項につ
いては詳細な説明を省略する。
【００８５】
　本例のシステム２００は、図１９に示すように、超音波診断装置２０１、２０２、２０
３、２０４、２０５を備える。超音波診断装置２０１、２０２、２０３、２０４、２０５
も、超音波診断装置１０１、１０２、１０３と同様に、図２に示す構成を有する。
【００８６】
　また、本例においては、図２０に示すように、システム２００は、第四の超音波診断装
置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ５を有する。本例では、第四の超音波診断装置Ｕ
Ｌ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ２は、複数の超音波診断装置２０１、２０２、２０３
、２０４、２０５のうち、少なくとも一部の設定項目を共有する超音波診断装置である。
【００８７】
　第一実施形態と同様に、第四の超音波診断装置ＵＬ４は、複数の超音波診断装置２０１
、２０２、２０３、２０４、２０５のうち、設定項目の内容の入力を行なう超音波診断装
置である。また、第五の超音波診断装置ＵＬ５は、第四の超音波診断装置ＵＬ４で入力さ
れた設定項目の内容が設定される超音波診断装置である。なおかつ、第四の超音波診断装
置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ２は、超音波診断装置２０１、２０２、２０３、
２０４、２０５のうち、種類が同一である超音波診断装置である。
【００８８】
　本例では、図２１に示すように、超音波診断装置２０１はバージョン１（Ｖｅｒ．１）
であり、超音波診断装置２０２はバージョン２（Ｖｅｒ．２）であり、超音波診断装置２
０３はバージョン３（Ｖｅｒ．３）である。また、超音波診断装置２０４はバージョン２
（Ｖｅｒ．２）であり、超音波診断装置２０５はバージョン１（Ｖｅｒ．１）である。従
って、超音波診断装置２０１、２０５が同じ種類の超音波診断装置であり、これら超音波
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診断装置２０１、２０５において、少なくとも一部の設定項目が共有される。また、超音
波診断装置２０２、２０４が同じ種類の超音波診断装置であり、これら超音波診断装置２
０２、２０４において、少なくとも一部の設定項目が共有される。本例のシステム２００
は、複数種類の超音波診断装置を含んでいるということができる。
【００８９】
　図２１に示す超音波診断装置２０１、２０２、２０３、２０４、２０５のバージョンを
特定するバージョン特定情報Ｉｖは、サーバー１０４のサーバー記憶デバイス１４２に記
憶されている。本例におけるバージョン特定情報Ｉｖは、本発明における複数の医用画像
撮影装置の各々の種類を特定する種類特定情報の実施の形態の一例である。
【００９０】
　本例において、バージョン１、２、３の各々における画像フィルタは、第一実施形態と
同様である。すなわち、バージョン１の超音波診断装置２０１、２０５の記憶デバイス９
には、図５に示された画像フィルタの情報Ｉｆ１が記憶されている。また、バージョン２
の超音波診断装置２０２、２０４の記憶デバイス９には、図６に示された画像フィルタの
情報Ｉｆ２が記憶されている。また、バージョン３の超音波診断装置２０３の記憶デバイ
ス９には、図７に示された画像フィルタの情報Ｉｆ３が記憶されている。
【００９１】
　本例の第四の超音波診断装置ＵＬ４における入力デバイス７、制御デバイス８及び記憶
デバイス９を、それぞれ図２０に示すように、第四の入力デバイス７４、第四の制御デバ
イス８４及び第四の記憶デバイス９４とする。また、第五の超音波診断装置ＵＬ５におけ
る制御デバイス８及び記憶デバイス９を、それぞれ、図２０に示すように、第五の制御デ
バイス８５及び第五の記憶デバイス９５とする。
【００９２】
　第四の入力デバイス７４は、本発明における入力デバイスの実施の形態の一例である。
また、第四の制御デバイス８４は、第四の記憶デバイス９４に記憶されたプログラムを読
み出し、このプログラムにより第四の送信部８４１の機能を実行させる。第四の送信部８
４１の機能については後述する。第四の送信部８４１の機能は、本発明における第四の出
力機能の実施の形態の一例である。また、第四の制御デバイス８４は、本発明における第
四の制御デバイスの実施の形態の一例である。
【００９３】
　第五の制御デバイス８５は、第五の記憶デバイス９５に記憶されたプログラムを読み出
し、このプログラムにより設定部８５２の機能を実行させる。設定部８５２の機能につい
ては後述する。また、設定部８５２の機能は、本発明における設定機能の実施の形態の一
例である。また、第五の制御デバイス８５は、本発明における第五の制御デバイスの実施
の形態の一例である。
【００９４】
　本例では、サーバー１０４のサーバー制御デバイス１４１は、サーバー送信部１４１２
及び特定部１４１３を有する。サーバー送信部１４１２及び特定部１４１３の機能は後述
する。サーバー制御デバイス１４１は、本発明における第六の制御デバイスの実施の形態
の一例である。サーバー送信部１４１２の機能は、本発明における第六の出力機能の実施
の形態の一例である。特定部１４１３の機能は、本発明における特定機能の実施の形態の
一例である。
【００９５】
　第二実施形態の作用について図２２のフローチャートに基づいて説明する。先ず、ステ
ップＳ３１では、第四の超音波診断装置ＵＬ４における第四の入力デバイス７４が、操作
者による設定項目の内容の入力を受け付ける。ここで入力される設定項目の内容は、超音
波診断装置２０１、２０２、２０３、２０４、２０５のうち、同じバージョンの超音波診
断装置において共有されるものである。本例においても、第一実施形態と同様に、第四の
入力デバイス７４は、複数の画像フィルタのうち一つの画像フィルタを選択する入力を受
け付ける。また、第一実施形態と同様に、超音波診断装置２０１において、前記入力が受
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け付けられる。すなわち、第四の超音波診断装置ＵＬ４は、超音波診断装置２０１である
。
【００９６】
　次に、ステップＳ３２では、第四の送信部８４１が、ステップＳ３１で入力された画像
フィルタの情報を、ネットワーク１０５を介してサーバー１０４へ送信する。第四の送信
部８４１は、第一実施形態と同様に、超音波診断装置２０１のバージョンを示す情報（バ
ージョン１）とともに前記画像フィルタの情報を前記サーバー１０４へ送信する。画像フ
ィルタの情報は、フィルタ名であってもよいし、関数であってもよい。
【００９７】
　ステップＳ３３では、特定部１４１３は、ステップＳ３２においてサーバー１０４へ送
信されたバージョンと同一バージョンの第五の超音波診断装置ＵＬ５が、システム２００
において存在するか否かを判定する。特定部１４１３は、バージョン特定情報Ｉｖに基づ
いて判定を行なう。本例のステップＳ３２では、超音波診断装置１０１のバージョン１を
示す情報が送信されるので、特定部１４１３は、バージョン特定情報Ｉｖに基づいて、超
音波診断装置２０１と同じバージョン１の超音波診断装置が存在するか否かを判定する。
本例では、バージョン特定情報Ｉｖにおいて、超音波診断装置２０５がバージョン１とな
っているので、特定部１４１３は、超音波診断装置２０１と同じバージョン１の超音波診
断装置が存在すると判定する。そして、特定部１４１３は、超音波診断装置２０１と同じ
バージョンの第五の超音波診断装置ＵＬ５として、超音波診断装置２０５を特定する。
【００９８】
　ステップＳ３３において、同一バージョンの第五の超音波診断装置ＵＬ５が存在してい
ると判定された場合（ステップＳ３３において「ＹＥＳ」）、ステップＳ３４の処理へ移
行する。一方、ステップＳ３３において、同一バージョンの第五の超音波診断装置ＵＬ２
が存在していないと判定された場合（ステップＳ３３において「ＮＯ」）、処理を終了す
る。
【００９９】
　本例では、特定部１４１３は、超音波診断装置２０１と同じバージョン１の超音波診断
装置が存在すると判定するので、ステップＳ３４へ移行する。このステップＳ３４では、
サーバー送信部１４１２は、ステップＳ３３において第五の超音波診断装置ＵＬ５として
特定された超音波診断装置２０５へ、超音波診断装置２０１から送信された画像フィルタ
の情報を送信する。
【０１００】
　次に、ステップ３５では、設定部８５２は、サーバー１０４から送信された画像フィル
タを第五の超音波診断装置ＵＬ５である超音波診断装置２０５において用いられる画像フ
ィルタとして設定する。設定部８５２は、画像フィルタのフィルタ名及びその関数を第五
の記憶デバイス９５に記憶することにより画像フィルタの設定を行なう。
【０１０１】
　以上説明した本例によれば、同じバージョンの第四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の
超音波診断装置ＵＬ５に、画像フィルタが設定されるので、装置の不具合や意図しない挙
動が発生することを防止することができる。
【０１０２】
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。先ず、第一変形例について説明する。
図２３に示すように、第一変形例のシステム２００は、第七の超音波診断装置ＵＬ７及び
第八の超音波診断装置ＵＬ８を有する。本例では、図１９に示す超音波診断装置２０１、
２０２が第七の超音波診断装置ＵＬ７に該当し、超音波診断装置２０４、２０５が第八の
超音波診断装置ＵＬ８に該当する。すなわち、図２３では第七の超音波診断装置ＵＬ７及
び第八の超音波診断装置ＵＬ８は、それぞれ一つずつしか図示されていないが、システム
２００は、複数の第七の超音波診断装置ＵＬ７及び複数の第八の超音波診断装置ＵＬ８を
含んでいる。
【０１０３】
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　また、超音波診断装置２０１、２０２は互いにバージョンが異なっているので、複数の
第七の超音波診断装置ＵＬ７は互いに種類が異なっている。超音波診断装置２０４、２０
５も互いにバージョンが異なっているので、複数の第八の超音波診断装置ＵＬ８も互いに
種類が異なっている。
【０１０４】
　また、超音波診断装置２０１、２０５はバージョンが同一であり、超音波診断装置２０
２、２０４はバージョンが同一であるので、システム２００は、第七の超音波診断装置Ｕ
Ｌ７及び第八の超音波診断装置ＵＬ８の間において、種類が同じ超音波診断装置を含んで
いる。図２３に示された第七の超音波診断装置ＵＬ７及び第八の超音波診断装置ＵＬ８は
、同じバージョンの超音波診断装置であるものとする。
【０１０５】
　第七の超音波診断装置ＵＬ７は、第四の入力デバイス７４、第四の制御デバイス８４及
び第四の記憶デバイス９４を有する。また、第八の超音波診断装置ＵＬ８は、第五の制御
デバイス８５及び第五の記憶デバイス９５を有する。
【０１０６】
　複数の第七の超音波診断装置ＵＬ７及び複数の第八の超音波診断装置ＵＬ８のうち、設
定項目の内容を共有する超音波診断装置は、第四の医用画像撮影装置ＵＬ４及び第五の医
用画像撮影装置ＵＬ５を構成する。
【０１０７】
　本例の作用について、図２４のフローチャートに基づいて説明する。先ず、ステップＳ
４１では、第七の超音波診断装置ＵＬ７における第四の入力デバイス７４が、操作者によ
る設定項目の内容の入力を受け付ける。本例においても、上述のステップＳ３１と同様に
、第四の入力デバイス７４は、複数の画像フィルタのうち一つの画像フィルタを選択する
入力を受け付ける。また、上述のステップＳ３１と同様に、超音波診断装置２０１におい
て、前記入力が受け付けられる。
【０１０８】
　ステップＳ４２では、ステップＳ３２と同一の処理が行われる。ただし、本例では、さ
らに超音波診断装置２０１のバージョンを示す情報（バージョン１）がサーバー１０４へ
送信される。
【０１０９】
　次に、ステップＳ４３では、ステップＳ３３と同様に、特定部１４１３は、ステップＳ
４２においてサーバー１０４へ送信されたバージョンと同一バージョンの第八の超音波診
断装置ＵＬ８が、システム２００において存在するか否かを判定する。本例のステップＳ
４２においては、超音波診断装置２０１のバージョン１を示す情報が送信されるので、特
定部１４１３は、図２１に示すバージョン特定情報Ｉｖに基づいて、超音波診断装置２０
１と同じバージョン１の超音波診断装置が存在するか否かを判定する。図２１に示すバー
ジョン特定情報Ｉｖでは、超音波診断装置２０５がバージョン１となっているので、特定
部１４１３は、超音波診断装置２０１と同じバージョン１の超音波診断装置が存在すると
判定する。そして、特定部１４１３は、超音波診断装置２０１と同じバージョンの第八の
超音波診断装置ＵＬ８として、超音波診断装置２０５を特定する。
【０１１０】
　また、ステップＳ４３において、特定部１４１３は、ステップＳ４２においてサーバー
１０４へ送信されたバージョンの超音波診断装置が、設定項目の内容を共有するか否かを
判定する。本例では、特定部１４１３は、バージョン１の超音波診断装置２０１、２０５
が、設定項目の内容を共有するか否かを判定する。特定部１４１３は、図２５に示す共有
装置特定情報Ｉｄに基づいて判定を行なう。共有装置特定情報Ｉｄは、超音波診断装置２
０１、２０２、２０３、２０４、２０５における同じバージョンの超音波診断装置のうち
、設定項目の内容を共有する超音波診断装置及びそのバージョンを特定する情報である。
共有装置特定情報Ｉｄは、サーバー記憶デバイス１４２に記憶されている。共有装置特定
情報Ｉｄは、本発明における共有装置特定情報の実施の形態の一例である。
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【０１１１】
　本例の共有装置特定情報Ｉｄにおいては、設定項目の内容が共有される超音波診断装置
及びバージョンとして、超音波診断装置２０１、２０５及びそのバージョンであるバージ
ョン１が特定されている。従って、ステップＳ４３において、設定項目の内容を共有する
と判定される。この場合、第七の超音波診断装置ＵＬ７である超音波診断装置２０１は、
第四の超音波診断装置ＵＬ４に該当する。また、第八の超音波診断装置ＵＬ８である超音
波診断装置２０５は、第五の超音波診断装置ＵＬ５に該当する。
【０１１２】
　ステップＳ４３において、同一バージョンの第八の超音波診断装置ＵＬ８が存在し、な
おかつ設定項目の内容を共有すると判定された場合（ステップＳ４３において「ＹＥＳ」
）、ステップＳ４４の処理へ移行する。一方、同一バージョンの第八の超音波診断装置Ｕ
Ｌ８が存在しないか、又は設定項目の内容を共有しないと判定された場合（ステップＳ４
３において「ＮＯ」）、処理を終了する。例えば、仮にステップＳ４１における入力が超
音波診断装置２０２において行われた場合、共有装置特定情報Ｉｄにおいて超音波診断装
置２０２のバージョン２については、設定項目を共有するようにはなっていないため、設
定項目の内容を共有しないと判定される。
【０１１３】
　ステップＳ４４では、サーバー送信部１４１２は、超音波診断装置２０１から送信され
た画像フィルタの情報を超音波診断装置２０５へ送信する。次に、ステップＳ４５では、
設定部８５２は、サーバー１０４から送信された画像フィルタを超音波診断装置２０５に
おいて用いられる画像フィルタとして設定する。設定部８５２は、画像フィルタのフィル
タ名及びその関数を第五の記憶デバイス９５に記憶することにより画像フィルタの設定を
行なう。
【０１１４】
　次に、第二変形例について説明する。第二変形例のシステム２００は、図２６に示すよ
うに第四の超音波診断装置ＵＬ４、第五の超音波診断装置ＵＬ５、第九の医用画像撮影装
置ＵＬ９及びサーバー１０４を有する。本例においても、第四の超音波診断装置ＵＬ４及
び第五の超音波診断装置ＵＬ５は、複数の超音波診断装置２０１、２０２、２０３、２０
４、２０５のうち、種類が同一で少なくとも一部の設定項目を共有する超音波診断装置で
ある。
【０１１５】
　例えば、超音波診断装置２０１が第四の超音波診断装置ＵＬ４である場合、超音波診断
装置２０５が第五の超音波診断装置ＵＬ５である。また、超音波診断装置２０２が第四の
超音波診断装置ＵＬ４である場合、超音波診断装置２０４が第五の超音波診断装置ＵＬ５
である。超音波診断装置２０１、２０５はバージョン１であり、超音波診断装置２０２、
２０４はバージョン２である。従って、システム２００は、第四の超音波診断装置ＵＬ４
として、種類が異なる複数の超音波診断装置を含んでおり、なおかつ第五の超音波診断装
置ＵＬ５として、種類が異なる複数の超音波診断装置を含んでいる。
【０１１６】
　第九の超音波診断装置ＵＬ９は、複数の超音波診断装置２０１、２０２、２０３、２０
４、２０５のうち、第四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ５とは種
類が異なる超音波診断装置である。本例では、第九の超音波診断装置ＵＬ９は、第四の超
音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ５とはバージョンが異なっている。例
えば、超音波診断装置２０１が第四の超音波診断装置ＵＬ４である場合、超音波診断装置
２０２、２０３、２０４が第九の超音波診断装置ＵＬ９である。また、超音波診断装置２
０２が第四の超音波診断装置ＵＬ４である場合、超音波診断装置２０１、２０３、２０５
が第九の超音波診断装置ＵＬ９である。
【０１１７】
　本例では、第四の医用画像撮影装置ＵＬ４及び第五の医用画像撮影装置ＵＬ５と、第九
の医用画像撮影装置ＵＬ９との間で内容が共有される設定項目を第一の設定項目というも



(22) JP 2019-208602 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

のとする。また、第四の医用画像撮影装置ＵＬ４及び第五の医用画像撮影装置ＵＬ５の間
でのみ内容が共有される設定項目を第二の設定項目というものとする。
【０１１８】
　第九の超音波診断装置ＵＬ９における制御デバイス８及び記憶デバイス９を、第九の制
御デバイス８９及び第九の記憶デバイス９９とする。第九の制御デバイス８９は、本発明
における第九の制御デバイスの実施の形態の一例である。
【０１１９】
　本例では、サーバー１０４のサーバー制御デバイス１４１は、サーバー送信部１４１２
及び特定部１４１３のほか、判定部１４１４を有する。判定部１４１４の機能は、本発明
における判定機能の実施の形態の一例である。
【０１２０】
　第二変形例の作用について図２７のフローチャートに基づいて説明する。先ず、ステッ
プＳ５１では、第四の超音波診断装置ＵＬ４における第四の入力デバイス７４が、操作者
による設定項目の内容の入力を受け付ける。本例では、第四の超音波診断装置ＵＬ４は、
超音波診断装置２０１、２０２、２０４、２０５のいずれかであるものとする。
【０１２１】
　本例で入力される設定項目は、後述する設定項目Ａ、Ｂ、Ｃのうちのいずれかであるも
のとする。ただし、設定項目Ａ、Ｂ、Ｃは一例であり、本発明における設定項目はこれら
に限られるものではない。
【０１２２】
　次に、ステップＳ５２では、第四の送信部８４１が、ステップＳ５１で入力された設定
項目の内容を、ネットワーク１０５を介してサーバー１０４へ送信する。第四の送信部８
４１は、ステップＳ５１において入力が行なわれた第四の超音波診断装置ＵＬ４のバージ
ョンを示す情報とともに設定項目の内容を前記サーバー１０４へ送信する。
【０１２３】
　次に、ステップＳ５３では、ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信された設定
項目の内容が、第一の設定項目に該当するか否かを判定部１４１４が判定する。判定部１
４１４は、図２８に示す設定項目特定情報Ｉｉに基づいて判定を行なう。
【０１２４】
　設定項目特定情報Ｉｉは、サーバー記憶デバイス１４２に記憶されており、設定項目Ａ
、Ｂ、Ｃについて、第一の設定項目であるか第二の設定項目であるかを特定している。具
体的には、設定項目Ａは、全てのバージョンの超音波診断装置、すなわち第四の超音波診
断装置ＵＬ４、第五の超音波診断装置ＵＬ５及び第九の超音波診断装置ＵＬ９において共
有される設定項目であり、第一の設定項目に該当する。
【０１２５】
　一方、設定項目Ｂ、Ｃは、第二の設定項目に該当する。設定項目Ｂは、全ての同一のバ
ージョンの超音波診断装置、すなわち全ての第四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音
波診断装置ＵＬ５において共有される設定項目である。設定項目Ｃは、バージョン１の第
四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ５において共有される設定項目
である。従って、設定項目Ｃは、全ての第四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診
断装置ＵＬ５のうち、一部のバージョンの超音波診断装置において共有される設定項目で
ある。
【０１２６】
　ここで、設定項目のうち、バージョンなど種類が異なる超音波診断装置の間で内容が異
なっておらず共有されても支障がないものと、種類が異なると内容が異なっているために
共有されると支障があるものとがある。例えば、画質設定の設定項目の内容については、
異なる種類の超音波診断装置の間において異なる内容になっている場合があるものの、計
測を行なうための情報は、異なる種類の超音波診断装置の間において同じになっている場
合がある。上述の第一の設定項目は、異なる種類の超音波診断装置の間で共有しても支障
がない設定項目である。また、上述の第二の設定項目は、異なる種類の超音波診断装置の
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間で共有すると支障がある設定項目である。
【０１２７】
　ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信された設定項目の内容が第二の設定項目
の内容に該当する場合、判定部１４１４は第一の設定項目に該当しないと判定する（ステ
ップＳ５３において「ＮＯ」）。この場合、ステップＳ５４の処理へ移行する。一方、判
定部１４１４により、ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信された設定項目の内
容が第一の設定項目に該当すると判定された場合（ステップＳ５３において「ＹＥＳ」）
、ステップＳ５５の処理へ移行する。
【０１２８】
　ステップＳ５４では、ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信されたバージョン
と同一バージョンの超音波診断装置が存在するか否かを、バージョン特定情報Ｉｖ（図２
１参照）に基づいて判定部１４１４が判定する。また、判定部１４１４は、ステップＳ５
２においてサーバー１０４へ送信されたバージョン及び設定項目の内容が、第四の超音波
診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診断装置ＵＬ５において共有されるバージョン及び設定
項目の内容であるか否かを、設定項目特定情報Ｉｉに基づいて判定する。例えば、ステッ
プＳ５２で送信された設定項目の内容が設定項目Ｂ又はＣのいずれかであり、ステップＳ
５２において送信されたバージョン情報がバージョン１であった場合、判定部１４１４は
、共有されるバージョン及び設定項目と判定する。共有されるバージョン及び設定項目と
判定され、なおかつ同一バージョンの超音波診断装置が存在すると判定された場合（ステ
ップＳ５４において「ＹＥＳ」）、ステップＳ５６の処理へ移行する。
【０１２９】
　一方、ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信されたバージョンと同一バージョ
ンの超音波診断装置が存在しないか又はステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信さ
れたバージョン及び設定項目の内容が、第四の超音波診断装置ＵＬ４及び第五の超音波診
断装置ＵＬ５において共有されるバージョン及び設定項目の内容ではないと判定された場
合（ステップＳ５４において「ＮＯ」）、処理を終了する。例えば、ステップＳ５１にお
いて、バージョン２である超音波診断装置２０２において設定項目Ｃが入力されていたと
した場合、判定部１４１４によって共有されるバージョン及び設定項目の内容ではないと
判定される。
【０１３０】
　次に、ステップＳ５６では、サーバー送信部１４１２は、ステップＳ５２において第四
の超音波診断装置ＵＬ４から送信された設定項目の内容を第五の超音波診断装置ＵＬ５へ
送信する。次に、ステップＳ５７では、設定部８５２は、サーバー１０４から送信された
設定項目の内容を第五の記憶デバイス９５に記憶することにより、第五の超音波診断装置
ＵＬ５に設定する。
【０１３１】
　ステップＳ５３の処理において、ステップＳ５２においてサーバー１０４へ送信された
設定項目の内容が第一の設定項目に該当すると判定され、ステップＳ５５の処理へ移行し
た場合、ステップＳ５５では、サーバー送信部１４１２は、ステップＳ５２において第四
の超音波診断装置ＵＬ４から送信された設定項目の内容を、第五の超音波診断装置ＵＬ５
及び第九の超音波診断装置ＵＬ９へ送信する。次に、ステップＳ５８では、設定部８５２
は、サーバー１０４から送信された設定項目の内容を第五の記憶デバイス９５に記憶する
ことにより、第五の超音波診断装置ＵＬ５に設定する。また、設定部８９２は、サーバー
１０４から送信された設定項目の内容を第九の記憶デバイス９９に記憶することにより、
第九の超音波診断装置ＵＬ９に設定する。
【０１３２】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。上記各実施形態では、設定項目の一例とし
て画像フィルタを挙げて説明したが、本発明における設定項目は他の撮影条件であっても
よい。また、本発明における設定項目は、撮影条件以外の設定項目であってもよい。
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【０１３３】
　また、第一実施形態において、ステップＳ３では第一の超音波診断装置ＵＬ１において
入力された設定項目の内容は、第二の超音波診断装置ＵＬ２のバージョンのうち最も古い
バージョンの設定項目の内容に変換されているが、本発明はこれに限られるものではない
。例えば、ステップＳ３において、第一の超音波診断装置ＵＬ１において入力された設定
項目の内容が、第二の超音波診断装置ＵＬ２における設定項目の内容とは異なる内容（以
下、独立した内容という）に変換されてもよい。この場合、ステップＳ５では、独立した
内容から、第二の超音波診断措置ＵＬ２における設定項目の内容への変換が行われ、変換
後の内容が第二の超音波診断装置ＵＬ２に設定される。また、第一の超音波診断装置ＵＬ
１における設定項目の内容から、独立した内容への変換情報が、サーバー記憶デバイス１
４２に記憶され、独立した内容から、第二の超音波診断装置ＵＬ２における設定項目の内
容への変換情報が、第二の記憶デバイス９２に記憶される。独立した内容は、本発明にお
ける第三の内容の実施の形態の一例である。
【符号の説明】
【０１３４】
　　７　入力デバイス
　　８　制御デバイス
　　９　記憶デバイス
　　７１　第一の入力デバイス
　　７４　第四の入力デバイス
　　８１　第一の制御デバイス
　　８２　第二の制御デバイス
　　８４　第四の制御デバイス
　　８５　第五の制御デバイス
　　８９　第九の制御デバイス
　　９１　第一の記憶デバイス
　　９２　第二の記憶デバイス
　　９４　第四の記憶デバイス
　　９５　第五の記憶デバイス
　　９９　第九の記憶デバイス
　　１００、２００　システム
　　１０１、１０２、１０３　超音波診断装置
　　１０４　サーバー
　　１０５　ネットワーク
　　１４１　サーバー制御デバイス
　　１４２　サーバー記憶デバイス
　　２０１、２０２、２０３、２０４、２０５　超音波診断装置
　　８１１　第一の送信部
　　８２１　変換部
　　８２２　設定部
　　８２３　第二の送信部
　　８４１　第四の送信部
　　８５２　設定部
　　８９２　設定部
　　ＵＬ１　第一の超音波診断装置
　　ＵＬ２　第二の超音波診断装置
　　ＵＬ３　第三の超音波診断装置
　　ＵＬ４　第四の超音波診断装置
　　ＵＬ５　第五の超音波診断装置
　　ＵＬ７　第七の超音波診断装置
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　　ＵＬ８　第八の超音波診断装置
　　ＵＬ９　第九の超音波診断装置
　　１４１１　変換部
　　１４１２　サーバー送信部
　　１４１３　特定部
　　１４１４　判定部
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